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の
書
い
た
序
文
等
に
錬
れ
ば
、
そ
の
事
が
な
い
ゃ
う

で
あ
る
。
千
代
は
妊
年
の
頃
京
に
遊
び
、
叉
伊
勢
に

往
き
て
袈
林
舎
乙
由
に
曾
し
た
こ
と
も
あ
り
、
加
賀

に
来
杖
し
た
俳
人
は
皆
千
代
の
家
を
訪
号
た
震
、
名

聾
大
に
顕
れ
る
に
奈
っ
た
。
質
勝
四
年
の
幕
五
十
一
一

歳
で
剃
髪
し
て
葉
闘
と
銃
し
、
十
三
年
千
代
尼
句
集

乾
坤
ご
加
が
無
外
庵
阪
自
に
よ
り
て
刊
行
せ
ら
れ
、

明
和
入
年
そ
の
後
節
が
は
い
か
い
松
の
聾
と
題
せ
ら

れ
、
同
じ
く
阪
自
の
出
板
す
る
所
と
な
っ
た
。
こ
の

年
以
後
千
代
は
老
袋
し
て
病
床
に
横
た
は
っ
た
が
、

安
永
四
年
九
月
八
日
に
『
月
も
見
て
我
は
こ
の
世
を

か
し
く
誠
』
の
吟
を
僻
世
と
し
て
残
し
た
。
亭
年
七

十
=
τ
養
子
白
鳥
後
を
縞
い
だ
。
千
代
の
務
所
は
詳

か
で
な
い
が
、
ご
十
五
回
忌
辰
に
松
任
翠
興
寺
門
内

に
句
碑
が
建
て
ら
れ
、
三
十
七
回
思
に
も
金
探
念
商

院
に
句
碑
を
起
し
た
。
そ
の
遁
悼
に
は
、
文
化
四
年

三
十
三
回
患
に
無
射
集
が
あ
り
、
文
政
七
年
五
十
閲

忌
に
長
周
集
一
名
後
無
射
集
が
あ
る
。

チ
ヨ
ア
ン
栂
庵
金
制
仰
に
於
け
る
俳
人
の
庵
脱
。

袈
水
初
め
て
之
を
唱
ヘ
、
蝶
花
・
狭
間
・

2
杖
之
を
繕

席
し
た
。
京
都
に
於
い
て
は
岸
田
稲
盛
も
亦
袋
水
の

後
を
受
け
て
締
庵
二
代
を
帯
し
た
。

チ
ヨ
ア
ン
パ
ク
完
イ
ホ
ツ
ク
シ
ユ
ウ
穂
庵
夢
水

琵
句
集
一
加
。
金
棒
の
俳
人
雲
袋
の
手
記
し
た
も

の
で
、
新
臨
栗
集
・
綴
明
烏
集
・
北
枝
曾
・
鶴
の
普
・
都

の
花
廻
り
・
誌
縛
・
類
題
渡
句
集
等
の
申
か
ら
、
姿
水

の
句
を
拾
う
た
も
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ア
リ
ツ
ラ
長
有
謹
長
政
越
の
子
。
左

兵
衛
尉
叉
は
左
衛
門
尉
と
稽
し
た
。

チ
ョ
ウ
イ
澄
意
白
山
本
宮
の
長
定
。
澄
視
の

薦
。
初
め
の
名
は
仙
蔵
坊
大
慾
。
長
夜
澄
純
の
裂
後

を
受
け
、
法
印
に
任
ぜ
ら
れ
、
寛
文
六
年
三
周
朔
日

七
社
惣
長
穫
の
給
旨
を
頂
織
し
、
同
年
加
賀
務
か
ら

チ
ヨ

永
悦
長
鹿
取
料
草
高
百
石
を
賜
は
る
こ
と
に
な
り
、

享
保
ご
年
退
職
、
十
年
六
用
品
H

六
日
八
十
九
歳
で
授
。

澄
意
壌
に
志
深
〈
、
和
歌
を
北
村
季
吟
に
艮
・
び
、
叉

白
山
問
答
・
白
山
諸
税
事
担
を
著
し
た
。

チ
ョ
ウ
ウ
澄
羽
白
山
本
宮
の
長
定
。
稲
荷
の

子
。
寛
永
二
十
年
八
月
附
で
惣
長
夜
澄
羽
と
記
し
た

文
書
も
あ
る
が
、
七
位
惣
長
更
の
給
回
目
頂
識
は
寛
永

廿
一
一
年
ハ
正
保
元
〉
十
三
周
十
ご
日
で
あ
る
。
鹿
安
二

年
八
周
十
五
日
四
十
一
畿
で
寂
。

チ
ョ
ウ
ウ
ヂ
長
氏
ハ
一
〉
務
政
以
前
ー
そ
の
初

消
和
源
氏
か
ら
出
で
‘
季
般
の
時
大
和
に
住
し
て
長

谷
部
氏
を
稽
し
た
。
季
頼
の
骨
際
協
辿
に
素
h
y
、
簡

を
三
河
長
馬
に
櫛
へ
て
長
馬
新
太
夫
と
い
ひ
、
錦
迎

の
子
信
連
は
遠
江
長
邑
に
生
ま
れ
た
。
信
越
は
鎌
倉

時
代
の
初
能
膏
の
地
頭
に
楠
せ
ら
れ
、
そ
の
子
孫
長

を
商
字
と
し
、
室
町
時
代
に
荒
つ
て
は
守
殺
・
品
山
民

を
佐
け
、
戦
闘
の
時
上
杉
謙
信
の
翻
略
に
よ
っ
て
畠

山
氏
の
臣
鴎
或
は
反
旗
を
鶴
し
た
が
、
介
然
孤
忠
を

守
り
、
中
.
家
の
迭
に
滅
亡
す
る
に
及
ん
で
織
凶
氏

に
臨
し
た
。
そ
の
世
代
は
信
辿
・
朝
辿
・
政
辿
・
有
辿
・

擁
漣
・
凶
述
・
正
述
ハ
初
宗
述
〉
・
綴
述
・
漣
賢
・
藤
漣
・

泰
池
・
政
漣
・
光
辿
・
秀
也
・
氏
辿
・
教
法
・
英
辿
〈
初
制

辿
〉
・
綴
漣
〈
初
勝
辿
〉
・
網
辿
〈
初
頭
辿
〉
・
辿
飽
〈
初
好

漣
)
と
相
事
け
た
。

公
一
〉
藩
政
以
降

l
長
氏
の
漣
龍
の
時
実
正
九
年
か
ら

前
回
利
家
の
奥
カ
と
な
り
、
次
い
で
全
〈
臣
事
す
る

に
叢
っ
た
。
そ
の
枇
代
は
辿
筒
・
好
謹
・
辿
頗
・
元
辿
・

館
建
・
高
漣
・
議
趨
・
迷
起
・
建
愛
・
漣
弘
・
辿
恭
・
成
越

で
あ
る
が
、
元
漣
は
家
を
襲
が
な
か
っ
た
。
秩
除
は

辿
砲
の
晩
年
に
三
高
三
千
石
、
辿
頼
か
ら
三
高
三
千

百
ハ
内
ご
千
石
奥
カ
知
〉
を
恒
例
と
し
た
。

会
一
〉
邸
第

1
長
民
漣
穏
以
来
鹿
島
郡
田
鶴
滋
に
本
邸

が
あ
っ
た
が
、
金
・
探
に
も
民
館
を
設
け
て
ゐ
た
。
鹿

長
金
棒
城
闘
に
は
三

J

丸
.
石
川
門
内
に
そ
の
邸
を
記

載
し
、
信
組
記
等
に
は
、
腿
長
五
年
の
役
後
域
内
西
，

丸
に
邸
地
を
賜
っ
た
が
、
後
述
穏
は
家
を
好
漣
に
譲

り、

m鶴
・
前
に
隠
居
し
て
時
々
金
・
搾
に
出
動
し
た
と

あ
る
。
十
六
年
好
辿
夜
し
て
漣
龍
叉
家
事
を
調
、
ご

子
述
頼
を
嗣
子
と
し
、
十
七
年
長
町
の
邸
地
を
受
け

た
。
次
い
で
寛
文
十
一
年
漣
頼
夜

L
、
命
謹
製
ぐ
に

及
び
来
日
を
縫
へ
、
回
総
演
の
館
を
閉
ぢ
た
。
そ
の

長
町
の
郎
は
、
明
治
ご
年
金
稼
務
憾
の
用
に
供
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
四
〉
下
康
般

l
長
氏
の
下
屋
敷
は
、
上
家
中
〈
今
の

穴
水
町
〉
影
中
一
と
し
、
北
の
家
中
ハ
今
の
労
務
町
〉
・
荒

屋
敷
叉
は
新
家
申
ハ
今
の
大
隅
町
〉
に
在
っ
た
。
鹿
長

十
六
年
九
周
奥
村
河
内
守
等
が
漣
磐
し
、
屋
敷
奉
行

浅
野
勝
敗
等
に
奥
へ
た
奉
替
に
、
八
町
ご
段
と
あ
る

が
、
後
筑
文
十
一
年
そ
の
領
地
臨
島
宇
都
が
召
上
げ

ら
れ
て
、
家
士
の
悉
〈
金
棒
に
搬
宅
す
る
に
及
び
、

次
第
に
地
蔵
や
・
増
し
た
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ウ
ヂ
ケ
イ
ズ
長
氏
菜
園
一
容
。
加
賀
・

務
の
老
院
長
氏
の
系
嗣
で
、
浦
和
夫
泉
か
ら
明
治
の

長
克
述
ま
で
を
次
第
し
で
あ
る
。
活
字
本
で
は
長
民

文
献
集
の
中
に
技
め
ら
れ
る
。

チ
ョ
ウ
ウ
ヂ
ツ
ヲ
長
民
連
左
衛
門
尉
。
秀
越

の
子
。
民
法
の
時
は
恰
も
文
明
前
後
に
亙
る
。
嘗
時

畠
山
氏
の
庖
視
弁
民
等
、
黛
を
結
び
一
献
を
則
っ
て
能

菅
の
凶
内
大
に
索
れ
、
郷
民
亦
騒
擾
し
て
領
主
に
抗

す
る
も
の
あ
っ
た
。
是
を
以
て
民
越
は
迭
に
穴
水
に

自
瓦
し
、
果
世
の
居
城
一
た
び
失
は
る
L

に
去
っ
た

が
、
叔
失
致
越
後
に
奮
起
し
て
朕
織
を
蹄
し
、
塗
に

之
を
快
復
す
る
こ
と
を
得
た
。

チ
ョ
ウ
ウ
ヂ
ノ
カ
シ
ン
長
氏
の
家
臣
加
賀
務

の
老
臣
長
氏
は
長
谷
部
信
漣
以
来
の
醤
家
で
あ
る
か

ら
、
家
臣
の
待
遇
等
他
に
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

-圃

そ
の
内
此
木
畏
民
は
長
谷
部
信
越
の
ご
男
景
信
が
鳳

至
郡
大
屋
庄
比
木
の
地
顕
と
な
っ
た
に
起
り
、
上
野

長
氏
は
三
男
行
践
が
大
屋
庄
上
野
の
地
頭
と
な
っ
た

に
起
り
、
宇
留
地
長
氏
は
四
男
四
郎
某
が
大
屋
庄
宇

留
地
の
地
頭
と
な
っ
た
に
起
り
、
阿
出
陣
長
氏
は
五
男

茸
.
郎
某
が
櫛
地
底
阿
俸
の
地
頭
と
な
っ
た
に
起
り
、

山
田
長
氏
は
六
男
六
郎
某
が
大
屋
庄
山
田
の
地
頭
と

な
っ
た
に
起
っ
て
、
何
れ
も
宗
家
長
氏
の
家
臣
中
家

子
と
縛
す
る
階
級
に
回
し
、
世
々
家
老
を
勤
め
た
が
、

そ
の
中
宇
留
地
民
と
阿
停
民
と
は
寛
文
入
年
の
浦
野

事
件
に
よ
っ
て
滅
亡
し
、
他
の
三
家
は
明
治
ま
で
鰹

節
し
て
悉
〈
長
民
に
復
し
た
。
叉
関
・
中
村
・
加
藤
・

田
屋
・
村
井
・
小
林
・
合

m・
田
遜
・
浦
野
・
瀬
見
十
家
を

郎
等
の
家
と
し
、
吉
田
・
大
岡
・
山
本
・
岩
田
・
粟
・
晶
体
・

桜
井
・
小
川
を
申
郎
の
家
と
し
た
。
以
上
皆
信
述
以

来
の
萄
家
で
、
家
，
子
・
郎
等
・
中
郎
か
ら
分
岐
し
た

も
の
は
純
代
家
と
い
う
た
。
叉
宇
野
な
ど
十
俄
家
の

屋
形
衆
が
あ
り
、
も
と
白
山
民
の
開
廷
で
あ
っ
た
の

が
、
宅
家
波
訴
後
邸
服
し
た
も
の
で
、
一
に
則
規
と

も
呼
ぴ
、
年
蹟
等
に
別
に
賜
読
が
あ
っ
た
。
此
く
の

如
く
家
士
の
序
列
は
疎
高
の
多
寡
に
よ
ら
ず
、
家
椅

を
以
て
上
下
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
叉
能
管
醤
領

内
小
俣
の
利
衆
・
池
田
の
策
方
・
酒
井
の
一
祭
の
如
き

百
姓
も
、
古
へ
畏
家
に
封
し
抜
群
の
功
が
あ
っ
た
か

ら
、
年
始
等
に
謁
を
賜
は
り
酒
肴
を
奥
へ
ら
れ
る
例

で
あ
っ
た
。

チ
ョ
ウ
ウ
ン
ジ
超
雲
寺
金
深
長
土
塀
=
一
番
丁

に
在
っ
て
、
員
宗
東
波
に
邸
ず
る
。
初
め
能
美
郡
清

水
に
居
た
が
、
寛
永
七
年
金
棒
末
寺
の
看
坊
と
な
っ

て
寺
内
に
移
り
、
後
所
々
を
経
て
明
治
四
十
二
年
今

の
地
に
縛
じ
た
。

チ
ョ
ウ
Z
イ
澄
議
白
山
本
宮
の
長
定
。
文
明

六
年
富
樫
政
親
が
弟
幸
千
代
と
闘
を
事
う
た
時
に

五
三
五


